
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成３０年度本予算が成

立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

平成３０年２月２１日

分任支出負担行為担当官

千葉港湾事務所長 古川 正美

１．調達内容

（１） 契約件名 千葉港「あいりす」運航（電子入札対象案件）

（２） 仕 様 等 仕様書による

（３） 履行期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

（４） 履行場所 当局指定の場所

（５） 入札方法

① 入札金額は、運航（運航・運休）１日当たりの単価を記載すること。

② 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分

の８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札金額とするので、入札

者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

（６） 電子調達システムの利用

本案件は、証明書等の提出・入札を電子調達システムで行う対象案件である。

なお、電子調達システムによりがたい場合は、あらかじめ紙入札方式参加願を

提出するものとする。

２．競争参加資格

（１） 予算決算及び会計令（以下「予決令」という）第７０条及び第７１条の規

定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由があ

る場合に該当する。

（２） 平成２８・２９・３０年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）におい

て「役務の提供等」の申請を定期審査において行い、受理されている者で、平成

３０年４月１日までにＡ、Ｂ、ＣまたはＤ等級に格付けされ関東・甲信越地域の

競争参加資格を有する者であること。

（３） 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。



（４） 申請書の提出期限の日から開札の時まで（平成３０年４月２日契約の入札で

落札決定を保留している場合は落札決定の時まで）の期間に、関東地方整備局

から「地方整備局（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措

置要領」（昭和５９年３月３１日付け港官第９２７号）に基づく指名停止を受

けている期間中でないこと。

（５） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず

るものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続

している者でないこと。

（６） 平成１９年度以降、東京湾において船舶運航管理業務の契約実績を有してい

ること。

（７） 下記の資格を有する船員（船長１名、普通船員１名）を配置できること。また、

船長、普通船員の病欠時等の代替要員として、上記を満たす体制を確保できる予

備船員を１名以上保有し、常時当局が求める運航管理体制が整っていること。

① 船長については下記の資格等を有すること

・小型船舶操縦士免許１級以上

・東京湾内において操船経験を有すること。

② 船員のうち１名は、海上特殊無線技士免許２級以上を有すること。

③ 地震等緊急時に１時間以内に運航できる体制が確保できる者であること。

３ 入札説明書の交付場所、交付期間及び交付方法、また契約条項を示す場所及び

問い合わせ先

（１）場 所

〒260-0024 千葉市中央区中央港１－１１－２

千葉港湾事務所 総務課 品質管理係

電話 ０４３－２４３－９１７２

（２）電子調達システムのアドレス及び問い合わせ先

電子調達システム

https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/

３（１）の問い合わせ先に同じ

（３）交付期間及び方法

平成３０年２月２１日から平成３０年３月２３日までの土曜日、日曜日及び祝

日を除く毎日、８時３０分から１７時１５分まで（最終日は入札書受付締切予定

時刻まで）、上記３（１）の場所において配布する。

（４）電子調達システムによる入札書類データ（証明書等）の受領期限及び紙入札方

式による証明書等の受領期限

平成３０年３月８日 １６時００分

（５）電子調達システムによる入札書の受領期限

平成３０年３月２３日 １５時００分



（６）紙入札方式による入札書の受領期限

平成３０年３月２３日 １５時００分

（郵送による入札書の受領期限についても、平成３０年３月２３日 １５時

００分）

４．入札執行の場所及び日時

（１） 場 所 関東地方整備局千葉港湾事務所

（２） 日 時 平成３０年３月２６日１０時００分

５．その他

（１） 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

（２） 入札保証金及び契約保証金 免 除

（３） 入札の無効

① 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者のした入札、その他入札に関する条件に違反した者のした入

札は無効とする。

② 落札予定者は、船員資格等調書記載の船員を変更する場合は、同等以上の者

を配置しなければならない。また、運航開始日から直接雇用又は直接雇用と同

等な関係（船員派遣）にあることが確認できる書類（船員手帳の写し、派遣契

約書類写し、雇用予定証明書等）を平成３０年３月２８日までに発注者へ提出

しなければならない。

上記内容が確認できない場合及び第三者に船舶の運航を再委託する予定で

あることが確認された場合は、当該者の入札は無効とし、落札予定を取り消す。

（４） 契約書作成の要否 要

（５） 落札者の決定方法

予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の

範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約

内容により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ

るとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の

範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落

札者とすることがある。

（６） 契約締結日は平成３０年４月２日とする。

ただし、４月２日までに平成３０年度予算（暫定予算を含む。）が成立しな

かった場合は、契約締結日は４月２日以降、予算が成立した日とする。

（７） 暫定予算になった場合は、予算措置が全額計上されているときは全額の契

約とするが、予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間に対す



る暫定予算の期間分のみの契約とする。

（８） 詳細は入札説明書による。


